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測量業務共通仕様書（平成 30 年 11 月一部改正）新旧対照表 

編 章 条、項目 現 行 一 部 改 正 摘 要 

1 1 第６条 業務の実施 １ 測量業務は三重県公共測量作業規程（作業規程の準則（平成 20 

年国土交通省告示第 413 号、平成 23 年国土交通省告示第 334 号、

平成 25 年国土交通省告示第 286 号及び平成 28 年国土交通省告示

第 565 号により一部改正）を準用）、三重県土地改良事業測量作業

規程（農林水産省農村振興局測量作業規程を準用）（以下「規程」とい

う。）により実施するものとし、港湾、漁港、漁場の測量業務のうち、第

２編港湾・漁港編第３条１項で定める業務については、同条の規定に

よるものとする。 

なお、林道事業については、第３編林道編の規定に、また、治山事

業については、第４編治山編の規定によるものとする。 

１ 測量業務は三重県公共測量作業規程（作業規程の準則（平成 20 

年国土交通省告示第 413 号、平成 23 年国土交通省告示第 334 号、

平成 25 年国土交通省告示第 286 号及び平成 28 年国土交通省告示

第 565 号により一部改正）を準用）、三重県土地改良事業測量作業

規程（農林水産省農村振興局測量作業規程を準用）（以下「規程」と

いう。）により実施するものとし、港湾、漁港、漁場の測量業務のうち、

第２編港湾・漁港編第３条１項で定める業務については、同条の規定

に、林道事業については、第３編林道編の規定に、治山事業について

は、第４編治山編の規定によるものとする。 

なお、測量成果の種類、内容、構造、品質等は、製品仕様書による

ものとし、定めのない場合は、規程第５条第３項第一号及び第二号に

よるものとする。また、公共測量の実施にあたっては「規程」の定めの

他、別途地理院より定めるマニュアルによるものとする。 

語句の修正・追記 

 

 

1 1 第 32 条 個人情報の取扱い 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取扱う

場合には、別記「個人情報の取扱いに関する特記事項」を守らなけれ

ばならない。 

受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取扱う

場合には、別記「個人情報の取扱いに関する特記事項」を守らなけれ

ばならない。ただし、用地測量に関しては、別記（用地）「個人情報の

取扱いに関する特記事項（用地測量・用地調査）」を守らなければなら

ない。 

語句の追記 
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用地調査等業務共通仕様書（H30.11 月） 新旧対照表 

章 条、項目 現 行 一 部 改 正 摘 要 

1 （用語の定義） 

第２条 

八 「担当技術者」とは、主任技術者のもとで業務を担当する者

で、受注者が定めた者をいう。 

八 「業務従事者」及び「担当技術者」とは、主任技術者のもと

で業務を担当する者で、第５条の規定に基づき、受注者が定め

た者をいう。 

語句の追記 

1 （個人情報の取扱い） 

第３条の２ 

  受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を

取扱う場合には、別記（用地）「個人情報の取扱いに関する特

記事項(用地測量･用地調査)」を守らなければならない。 

新設 

1 （調査対象物件の区分） 

第４条 

一 建物は、表１により木造建物〔Ⅰ〕、・・・・

（１）電気設備（電灯設備、動力設備、受・変電設備（キュービ

クル式受変電設備を除く。）ソーラーパネル等発電設備等） 

一 建物は、表１により木造建物〔Ⅰ〕、・・・・ 

（１）電気設備（電灯設備、動力設備、受・変電設備（キュービ

クル式受変電設備を除く。）太陽光発電設備（建材型）等） 

語句の修正 

1 （調査対象物件の区分） 

第４条 

三 立竹木は、表３により庭木等、用材林立木、薪炭林立木、収

穫樹、竹林、苗木（植木畑）及びその他の立木に区分する。 

区  

分 
判 定 基 準 

庭

木

等 

まつ、かや、まき、つばき等の立木で観賞上の価値又

は防風、防雪その他の効用を有する住宅、店舗、工場

等の敷地内に植栽されているもの（自生木を含み、庭

園及び墳墓を構成するものを除く。）をいい、次によ

り区分する。 

Ａ 観 賞 樹 

 住宅、店舗、工場等の敷地内に植栽されてお

り、観賞上の価値を有すると認められる立木であ

って、喬木（針葉樹及び広葉樹）、株物類、玉物

類、特殊樹、生垣用木及びほていちく等の観賞用

竹をいう。 

三 立竹木は、表３により庭木等、用材林、薪炭林、収穫樹、竹

林、苗木（植木畑）及びその他の立木に区分する。 

区  

分 
判 定 基 準 

庭

木

等 

まつ、かや、まき、つばき等の立木で、観賞上の価値

又は防風、防雪その他の効用を有する住宅、店舗、工

場等の敷地に植栽されているもの（自生木を含み、庭

園及び墳墓を構成するものを除く。）をいい、次に掲

げる種別により区分する。 

Ａ 観 賞 樹 

 観賞上の価値を有すると認められる立木であっ

て、高木（針葉樹及び広葉樹）、株物類、玉物

類、生垣用木、特殊樹（観賞用竹を含む）をい

う。 

① 高木 モミジ、ハナミズキなどのように主幹

と側枝の区分が概ね明らかで、樹高が大きく

なるものをいう。 

② 株物 アジサイ、ナンテンなどのように、通

常幹又は枝が根元から分枝したもので、樹高

が大きくならないものをいう。 

③ 玉物 マメツゲ、ツツジなどのように枝葉が

地上近くまで繁茂し、全体として球状を呈

し、樹高が大きくならないものをいう。 

④ 生垣 宅地等の境界付近において直線的に密

植したもので、囲障に相当するものをいう。 

⑤ 特殊樹 ①～④に該当するものを除く。

語句の追記・削除 
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用地調査等業務共通仕様書（H30.11 月） 新旧対照表 

章 条、項目 現 行 一 部 改 正 摘 要 

（調査対象物件の区分） 

第４条 

庭

木

等 

Ｂ 効 用 樹 

防風、防雪その他の効用を目的として植栽され

ている立木で、主に屋敷回りに生育するものをい

う。 

Ｃ 風 致 木 

 名所又は旧跡の風致保存を目的として植栽され

ている立木又は風致を保たせるために敷地内に植

栽されている立木をいう。 

Ｄ そ の 他 

敷地内に植込まれた芝、地被類、草花等をいう。 

庭

木

等 

Ｂ 利 用 樹 

防風、防雪その他の効用を目的として植栽され

ている立木で、主に屋敷回りに生育するものをい

う。 

Ｃ 風 致 木 

名所又は旧跡の風致保存を目的として植栽され

ている立木又は風致を保たせるために植栽されて

いる立木をいう。 

Ｄ  地 被 類 

  観賞等を目的に植え付けられた多年生植物で、木 

本系及び草本系をいう。 

① 木本系 ササ類など地上部が木質に近く株状

に生育するものをいい、自然発生のものを除

く。 

② 草本系 リュウノヒゲなど地上部が草状の葉

や茎となり、株状に生育するもの及びシバザ

クラなど草状の低い地上部が地面を這うよう

に面状に生育するものをいい、自然発生のも

のを除く。 

Ｅ 芝 類 

  観賞等を目的に植え付けられた多年生植物で、日

本芝及び西洋芝をいう。 

① 日本芝 高麗芝、野芝のように冬季は枯れて

冬眠に入るが、根は越冬し、暑さに強い芝類

をいい、自然発生のものを除く。 

② 西洋芝 ケンタッキーブルーグラスのように

冬季でも緑を保つが暑さに弱い芝類をいい、

自然発生のものを除く。 

Ｆ ツ ル 性 類 

  観賞等を目的に植え付けられた多年生植物で、自

ら直立することなく地上を這い、あるいは他の物へ

の巻き付きや吸着根により壁面、支柱、棚の登坂又

は下垂する茎を持つもの（木質化するものを除

く。）をいい、自然発生のものを除く。 

Ｇ そ の 他 

観賞等を目的として植え付けられた、上記の区

分に属するもの以外の多年生植物をいい、自然発

生のものを除く。 

語句の追記・削除
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用地調査等業務共通仕様書（H30.11 月） 新旧対照表 
章 条、項目 現 行 一 部 改 正 摘 要 

1 （調査対象物件の区分） 

第４条 
用

材

林

立

木 

ひのき、すぎ等の立木で用材とすることを目的とし

ているもの又は用材の効用を有していると認められる

ものをいう。 

薪

炭

林

立

木 

なら、くぬぎ等の立木で薪、炭等とすることを目的

としているもの又はこれらの効用を有していると認め

られるものをいう。 

収

穫

樹 

りんご、みかん等の立木で果実等の収穫を目的とし

ているものをいう。 

竹

林 

孟宗竹、ま竹等で竹林又は筍の収穫を目的としている

竹林をいう。 

用 

材

林

ひのき、すぎ等の立木で用材とすることを目的とし

ているもの又は用材の効用を有していると認められる

ものをいう。 

薪

炭

林

なら、くぬぎ等の立木で薪、炭等とすることを目的

としているもの又はこれらの効用を有していると認め

られるものをいう。 

収

穫

樹 

Ａ 果 樹 

りんご、みかん等の立木で果実等の収穫を目的

としているものをいい、栽培方法の差異による区

分は次のとおり。 

① 園栽培 一団の区画内（果樹園等）において、集

約的かつ計画的に肥培管理を行って栽培している

ものをいう。 

② 散在樹 園栽培以外の収穫樹、例えば宅地内或い

は田・畑の畦畔、原野及び林地等に散在するもの

をいう。 

Ｂ 特 用 樹 

茶、桑、こうぞ等のように、枝葉、樹皮の利用を目

的とする樹木をいい、園栽培と散在樹の区分は、果樹

の例による。 

竹

林 

孟宗竹、真竹等で竹林又は筍の収穫を目的としている

竹林をいう。 

語句の追記・削除 

2 （建物等の計測） 

第 20条 

４ 立竹木の計測単位は、次の各号によるものとする。 

一 根本周囲、幹廻り、胸高直径は、センチメートル（小数

点以下第１位四捨五入）とする。 

二 枝幅、樹高は、メートルとし、小数点以下第１位（小数

点以下第２位四捨五入）とする。 

ただし、庭木等のうち株物類、玉物類、特殊樹及び生垣

用木については、センチメートル（小数点以下第１位四捨

五入）とする。 

５ 芝、地被類、草花等が植込まれている区域の計測単位は、メ

ートルとし、小数点以下第１位（小数点以下第２位四捨五入）

とする。 

４ 立竹木の計測単位は、次の各号によるものとする。 

一 幹周、胸高直径は、センチメートル（小数点以下第１位

四捨五入）とする。 

二 樹高、幹高、葉張、葉長点高及び玉周は、メートルと

し、小数点以下第１位（小数点以下第２位四捨五入）まで

とする。 

ただし、庭木等のうち株物類、玉物類、生垣及び特殊樹

については、センチメートル（小数点以下第１位四捨五

入）とする。 

三 地被類、芝類、ツル性類及び竹林が植え込まれている区

域の計測単位は、メートルとし、小数点以下第１位（小数

点以下第２位四捨五入）までとする。 

語句の追記・削除 

2 （図面等に表示する数値

及び面積計算） 

第 21条 

２ 前条第 2項により計測した建物等の面積計算は、前項で記入

した数値をメートル単位により・・・・ 

２ 建物等の面積計算は、前項で記入した数値をメートル単位に

より・・・・

語句の削除 
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用地調査等業務共通仕様書（H30.11 月） 新旧対照表 
章 条、項目 現 行 一 部 改 正 摘 要 

3 （墓地管理者等の調査） 

第 29条 

  墓地管理者等の調査は、調査区域内に存する墓地又は墳墓の

権利関係について、次の各号により行うものとする。 

一 墓地の所有者及び管理者（以下「墓地管理者」とい

う。）の調査 

  墓地管理者の調査は、土地の登記記録の調査及び市町吏

員、集落の代表者等、寺院の代表役員等からの聴き取りに

よる。 

  この場合において、墓地管理者が宗教法人のときは、宗

教法人登記簿等により次に掲げる事項を調査する。 

（１）名称

（２）事務所の所在地

（３）包括団体の名称及び宗教法人・非宗教法人の別

（４）代表権を有する者の氏名、住所及び資格

（５）財産処分等に関する規則がある場合は、その事項

（６）永代使用料（入壇志納金）に関する事項

（７）その他必要と認める事項

二 墓地使用（祭祀）者の調査 

（１）墓地使用者の画地ごとに、墓地管理者等から墓地の使

用（祭祀）者の氏名、住所等について聴取する。この場

合において、墓地の使用者から維持・管理の委任を受け

ている者がいるとき又は墓地使用名義人と現実の使用者

（祭祀を主宰する者）が異なっている場合には、その原

因と受任者、承継人等の氏名及び住所を調査する。 

（２）それぞれの墓地の画地については、前号の調査を基に

墓地管理者と協議し、墓地の使用（祭祀）者を確認す

る。 

三 墓地使用（祭祀）者単位の霊名簿（過去帳）の調査 

前２号で確定した墓地使用（祭祀）者（未確認のものを含

む。）を単位として、墓地管理者が管理する霊名簿（過去

帳）及び墓地使用（祭祀）者から次に掲げる事項を聴取す

る。 

（１）法名（戒名）

（２）俗名、性別及享年

（３）死亡年月日

（４）火葬、土葬の区分

（５）墓地使用者単位の霊数

（６）その他必要と認める事項

  墓地管理者等の調査は、中部地区用地対策連絡協議会（以下

「中部用対」という。）の定める改葬の補償及び祭し料調査算

定要領（以下「改葬及び祭し料要領」という。）により行うも

のとする。

語句の追記・削除 

3 （調査書の作成） 

第 31条 

第 27条から第 29条までに調査した事項については、土地

の登記記録調査表（様式第 20号の１、第 20号の２）、建物の

登記記録調査表（様式第 21号の１、第 21号の２）、墓地管理

者調査表（様式第 22号の１）及び墓地使用（祭祀）者調査表

（様式第 22号の２）に所定の事項を記載するものとする。 

第 27条及び第 28条で調査した事項については、土地の登

記記録調査表（様式第 20号の１、第 20号の２）及び建物の

登記記録調査表（様式第 21号の１、第 21号の２）に所定の

事項を記載するものとする。 

語句の追記・削除 
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用地調査等業務共通仕様書（H30.11 月） 新旧対照表 
章 条、項目 現 行 一 部 改 正 摘 要 

3 （調査書の作成） 

第 31条 

３ 墓地管理者等の調査表は、第 29条の調査結果を基に改葬及

び祭し料要領により作成するものとする。 

新設 

4 （地目） 

第 47条 

 受注者は、次に掲げる現況地目により土地を区分するものとす

る。 

一 宅地（建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすた

めに必要な土地） 

二 田（農耕地で用水を利用して耕作する土地） 

三 畑（農耕地で用水を利用しないで耕作する土地） 

四 山林（耕作の方法によらないで竹木の生育する土地） 

五 保安林（森林法（昭和 26年法律第 249号）に基づき農林

水産大臣が保安林として指定した土地） 

六 原野（耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育す

る土地） 

七 墓地（人の遺体又は遺骨を埋葬する土地） 

八 塩田（海水を引き入れて塩を採取する土地） 

九 鉱泉地（鉱泉（温泉を含む。）の湧出口及びその維持に

必要な土地） 

十 池沼（かんがい用水でない水の貯留池） 

十一 牧場（家畜を放牧する土地） 

十二 境内地（境内に属する土地で、宗教法人法（昭和 26年

法律第 126号）第３条第２号及び第３号に掲げる土地（宗

教法人の所有に属しないものを含む。）） 

十三 学校用地（校舎、附属施設の敷地及び運動場） 

十四 鉄道用地（鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地） 

十五 運河用地（運河法（大正２年法律第 16号）第 12条第

１項第１号又は第２号に掲げる土地） 

十六 水道用地（専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、

貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地） 

十七 用悪水路（かんがい用又は悪水排泄用の水路） 

十八 ため池（耕地かんがい用の用水貯留池） 

十九 堤（防水のために築造した堤防） 

二十 井溝（田畝又は村落の間にある通水路） 

二十一 公衆用道路（一般交通の用に供する道路（道路法(昭

和 27年法律第 180号)による道路であるかどうかを問わな

い。）） 

二十二 公園（公衆の遊楽のために供する土地） 

二十三 雑種地（以上のいずれにも該当しない土地） 

受注者は、不動産登記事務取扱手続準則（平成 17年２月 25日

民二第 456号法務省民事局長通達）第 68条及び第 69条に定める

現況地目により土地を区分するものとする。 

語句の追記・削除 
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用地調査等業務共通仕様書（H30.11 月） 新旧対照表 
章 条、項目 現 行 一 部 改 正 摘 要 

4 （関係官公庁への手続き

等） 

第 50条の 2  

受注者は、業務の実施に当たっては、発注者が行う測量法

に規定する公共測量に係る諸手続等、関係官公庁等への手続

きの際に協力しなければならない。また、受注者は、業務を

実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合

は、速やかに行うものとする。 

２ 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なく

その旨を監督員に報告し協議するものとする。 

３ 受注者は、測量法第１４条（実施の公示)、第２１条（永久

標識及び一時標識に関する通知）、第２３条（永久標識及び一

時標識の移転、撤去及び廃棄）、第３６条（計画書についての

助言）、第３７条（公共測量の表示等）、第４０条（測量成果

の提出）等の届出に必要な資料を作成し監督員に提出しなけれ

ばならない。なお、国土交通省公共測量作業規程第１５条に基

づく測量成果の検定は、原則行わない。 

新設 

6 （墳 墓） 

第 67条 

墳墓の調査は、次の各号について行うものとする。 

一 墓地の配置の状況、墓地使用者（祭祀者のこと。以下同

じ。）ごとの画地及び通路等の配置の状況。配置の調査

は、墓地管理者の立会いを得て平板測量により行うものと

する。ただし、規模が小さく平板測量以外で行うことが可

能なものにあっては、他の方法により行うことができる。 

二 墓地使用者ごとの墓石の形状、寸法、構造及び種類 

三 墓地使用者ごとの墓誌等の形状、寸法及び種類 

四 墓地使用者ごとのカロートの形状、寸法及び種類（石造

又はコンクリート造）。不可視部分については、墓地使用

者又は墓地管理者からその状況を聴取する。 

五 墓地使用者ごとのその他の石積、囲障、立竹木等の種

類、形状、寸法及び数量 

六 その他補償額の算定に必要と認められる事項 

七 墓地及び墳墓の概要が把握できる写真の撮影 

墳墓の調査は、改葬及び祭し料要領により行うものとする。 語句の追記・削除 

6 （立竹木） 

第 68条 

 立竹木の調査は、第４条表３の区分ごとに次の各号により行う

ものとする。 

一 庭木等（観賞樹、効用樹及び風致木）の調査 

（１）権利者の画地ごとに立木の位置を調査する。当該画地

の一部を取得等するときは、取得等する部分と残地の部

分とに区分し、立木の位置を図面に表示するとともに番

号（寄植及び連植であって同樹種、同寸法のものは、同

番号とする。）を付す。 

 立竹木の調査は、中部用対の定める立竹木調査算定要領（以下

「立竹木要領」という。）により行うものとする。 

語句の追記・削除 
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用地調査等業務共通仕様書（H30.11 月） 新旧対照表 
章 条、項目 現 行 一 部 改 正 摘 要 

6 （立竹木） 

第 68条 

（２）立木については、樹種名、根本周囲、幹周、胸高直

径、枝幅、樹高、管理の状況（表４の判断基準による区

分）等を調査する。 

表４ 管理状況の判断基準 

（３）観賞用竹（ほていちく、きんめいちく、なりひらた

け、かんちく等）については、５本程度を１株として、

その位置を（１）の図面に表示するとともに番号を付

す。 

（４）芝、地被類、草花等については、植込みの面積を調査

する。 

二 用材林立木の調査 

（１）権利者ごとに、原則として、毎木調査により、樹種、

胸高直径、林齢（又は植林年次）、人工林・天然生林の

別、林相ごとの単位面積当たりの植栽本数（10ｍ四方

〔100㎡〕を標準とし、ｈａ当たりに換算する。）、管理

の状況等を調査する。ただし、胸高直径５ｃｍ未満の天

然生林についてはこの限りでない。 

（２）監督員から、標準地調査法により調査を実施する旨の

指示があったときは、次により行う。 

イ 権利者ごとに、当該土地に植栽されている立木を樹

種ごとに一括して取扱うことが相当と認められる区域

を決定し、調査する。ただし、同樹種区域であっても

立木の粗密度、径級、配置、成育状況、植林年次が異

なっていると認められる場合には、これらが異なるご

との範囲を調査し、区分する。 

ロ イで定めた区域内で最も標準と認められる範囲（標

準地）1,000平方メートル程度を定め、当該範囲内に

ある樹種名、胸高直径、本数及び樹令（又は植林年

次）を調査する。なお、イで定めた区域が 5,000平方

メートル程度以下の場合には、標準地の面積を当該区

域面積の 10パーセント程度をもって行う。 

判  断  基  準 区 分 

年２回程度以上の手入れ（剪定）が行

われ樹型が整っているもの 
良い 

年１回程度の手入れ（剪定）を行って

いるもの 

やや 

良い 

上記以外のもの 普通 

語句の削除 
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用地調査等業務共通仕様書（H30.11 月） 新旧対照表 
章 条、項目 現 行 一 部 改 正 摘 要 

6 （立竹木） 

第 68条 

三 薪炭林立木の調査 

前号用材林立木の調査に準じて行う。 

四 収穫樹の調査 

樹種、胸高直径、幹周、樹齢（又は植付年次）、管理の

状況等を調査する。 

樹園地に囲障、吊り棚等の工作物が存するときは、これ

らについても第 65条の例により調査する。 

五 竹林の調査 

（１）権利者ごとに竹林として取扱うことが相当と認められ

る区域を決定する。この場合において、筍の収穫を目的

としているものとその他のものとに区分する。 

（２）（１）で定めた区域内で最も標準と認められる範囲

（標準地）500平方メートル程度を定め、当該範囲内にあ

る品種、本数及び胸高直径（筍を目的とするものを除

く。）並びに筍の収穫を目的とするものにあっては、そ

の管理の状況等を調査する。 

六 苗木（植木畑）の調査 

権利者ごとに苗木（植木畑）として取扱うことが相当と

認められる区域を決定し、植栽されている苗木について、

同樹種、同寸法のものごとに樹種名、根本周囲、胸高直

径、枝幅、樹高、本数、樹齢（育生年数）及び管理の状況

を調査する。この場合において、同樹種同寸法のものが大

規模に植栽されている場合には、第二号（２）の標準地調

査の例により行うことができる。 

七 その他の立木の調査 

立木の存する位置、樹種等により前各号の調査に準じて行

う。 

八 権利者の画地ごとの代表的な立竹木（標準地調査の場合

は、標準地の立竹木の概要が把握できるもの）の写真の撮

影 

語句の削除 

6 （建物等の配置図の作

成） 

第 69条 

 建物等の配置図は、前節の調査結果を基に木造建物要領第

20条第２項別添１木造建物図面作成基準(別表)により作成す

るものとする。 

建物等の配置図は、前節の調査結果を基に木造建物要領に

より作成するものとする。 

語句の削除 

6 （附帯工作物） 

第 76条 

 附帯工作物の図面及び調査表は、第 65条の調査結果を基に

附帯工作物要領第４条及び第５条により作成するものとする。 

附帯工作物の調査表及び図面は、第 65条の調査結果を基に

附帯工作物要領により作成するものとする。 

語句の追記・削除 

6 （庭園） 

第 77条 

 庭園の調査書は、第 66条の調査結果を基に次の各号により

作成するものとする。 

一 庭園に設置されている庭石等については、附帯工作物要

領第４条により作成するものとする。 

二 庭園に配置されている立竹木については、立竹木調査表

（様式第 29号）を用いて補償額の算定に必要と認められる

事項を記載することにより作成するものとする。 

庭園の調査書は、第 66条の調査結果を基に庭園工作物は附

帯工作物要領に定める調査表、庭園立竹木は立竹木要領に定

める調査表を用いて、積算に必要と認める土量、コンクリー

ト量、庭石の数量等を記載することにより作成するものとす

る。 

語句の追記・削除 
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用地調査等業務共通仕様書（H30.11 月） 新旧対照表 
章 条、項目 現 行 一 部 改 正 摘 要 

6 （墳墓） 

第 78条 

墳墓の図面及び調査書は、第 67条の調査結果を基に作成す

るものとする。 

２ 図面は、次の各号により作成するものとする。 

一 墓地使用者ごとの画地及び通路等の区分を明確にする。 

二 墓地使用者の画地ごとに番号を付す。 

三 土地の取得等の予定線を記入する。 

３ 調査書は、次の各号により作成するものとする。 

一 墓石、墓誌、カロート等については、墳墓調査表（様式

第 28号）を用いて補償額の算定に必要と認められる事項を

記載することにより作成するものとする。 

二 石積、囲障等については、附帯工作物要領第４条により

作成するものとする。 

三 立竹木については、立竹木調査表（様式第 29号）を用い

て、補償額の算定に必要と認められる事項を記載すること

により作成するものとする。 

墳墓の図面及び調査書は、第 67条の調査結果を基に改葬及

び祭し料要領により作成するものとする。 

語句の追記・削除 

6 （立竹木） 

第 79条 

立竹木の図面及び調査書は、第 68条の調査結果を基に作成

するものとする。 

２ 第 68条五号又は第二号、第三号、第六号及び第七号で標準

地調査を行ったものの図面には、次の各号の事項を記載するも

のとする。 

一 標準地の位置及び面積 

二 標準地を基準として樹木数量等を決定した範囲及び面積 

３ 調査書は、立竹木調査表（様式第 29号）を用いて、補償額

の算定に必要と認められる事項を記載することにより作成する

ものとする。ただし、用材林立木の場合には、用材林管理程度

補正判定表（様式第 30号の１）、用材林補償額算定書（様式

第 30号の２）を用いて、必要と認められる事項を記載するも

のとする。 

  立竹木の図面及び調査書は、第 68条の調査結果を基に立竹

木要領により作成するものとする。 

語句の追記・削除 

6 （移転先の検討） 

第 80条 

 建物等を移転する必要があり、かつ、相当程度の残地が生ず

るため、残地を当該建物等の移転先地とすることの検討を行う

場合（第 10章移転工法案の検討に該当するものを除く。）に

は、残地が建物等の移転先地として基準細則第 15第１（４）

第一号から第四号までの要件に該当するか否かの検討をするも

のとする。 

工場、店舗、営業所、ドライブイン、ゴルフ練習場等の大

規模なもの（以下「大規模工場等」という。）以外の建物等

を移転する必要があり、かつ、相当程度の残地が生ずるた

め、残地を当該建物等の移転先地とすることの検討を行う場

合には、残地が建物等の移転先地として運用方針第 16第１項

（４）第一号から第四号までの要件に該当するか否かの検討

を行い、次の各号に掲げる資料を作成するものとする。

  なお、大規模工場等の建物等を移転する必要があり、かつ、

相当程度の残地が生ずるため、残地を当該建物等の移転先地と

することの検討を行う場合は、第 10章移転工法案の検討によ

り行うものとする。 

一 移転想定配置図（縮尺 100分の 1～500分の 1程度） 

二 有形的・機能的・法制的検討を行った資料（検討概要書） 

語句の追記・削除 
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用地調査等業務共通仕様書（H30.11 月） 新旧対照表 
章 条、項目 現 行 一 部 改 正 摘 要 

6 （移転先の検討） 

第 80条 

２ 前項の検討にあたり残地に従前の建物に照応する建物を再現

するための当該照応建物（以下「照応建物」という。）の推定

建築費は、概算額によるものとし、平面図及び立面図はこのた

めの必要最小限度のものを作成するものとする。なお、監督員

から、当該照応建物の詳細な設計による推定建築費の積算を指

示された場合は、この限りでない。 

２ 前項の検討にあたり残地に従前の建物に照応する建物を再現

するための当該照応建物（以下「照応建物」という。）の推定

建築費は、策定した建物計画案に基づき、概算額により積算す

るものとする。 

また、概算額の積算に必要となる、平面図、立面図等はこ

のための必要最小限度のものを作成するものとする。なお、

監督員から、照応建物の詳細な設計による推定建築費の積算

を指示された場合は、この限りでない。 

語句の追記・削除 

6 （照応建物の詳細設計） 

第 85条 

第 80条第２項なお書きによる照応建物の推定建築費の積算

に当たっては、・・・・ 

第 80条第２項の照応建物の推定建築費の概算額により第 80

条第 1項の検討を行った場合は、監督員と協議するものとす

る。 

２ 前項の協議により照応建物によることが妥当と判断された場

合における照応建物の推定建築費の積算又は第 80条第２項な

お書きによる照応建物の推定建築費の積算に当たって

は、・・・・ 

語句の追記 

6 （墳墓） 

第 90条 

  墳墓の補償額の算定は、第 78条で作成した資料を基に当該

墳墓の移転先及び当該地方における改葬方法の慣行等を検討

し、改葬費を併せて行うものとする。 

２ 前項の内、墓石等の補償額の算定に当たっては、中部用対の

定める工作物移転料積算基準により行うものとする。 

 墳墓の補償額の算定は、第 78条で作成した資料を基に改葬

及び祭し料要領により行うものとする。 

語句の追記・削除 

6 （立竹木） 

第 91条 

 立竹木の補償額の算定は、第 79条で作成した資料を基に当

該立竹木の移植の可否及び適否について検討し、行うものとす

る。 

２ 用材林立木の補償額の算定は、第 79条で作成した用材林管

理程度補正判定表（様式第 30号の１）を基に用材林補償額算

定書（様式第 30号の２）により行うものとする。 

  立竹木の補償額の算定は、第 79条で作成した資料を基に立

竹木要領により行うものとする。 

語句の追記・削除 

7 （営業に関する調査） 

第 93条  

４ 前３項の調査に当たっては、中部用対の定める営業調査算定

要領により行うものとする。 

４ 前３項の調査に当たっては、国土交通省中部地方整備局の定

める用地調査等業務共通仕様書 別記 4 営業調査算定要領

（以下「営業要領」という。）により行うものとする。 

語句の追記・削除 

7 （動産に関する調査） 

第 95条 

動産に関する調査は、世帯ごとに次の各号に掲げる事項につい

て行うものとする。 

一 所有者の氏名等及び住所等（建物番号及び室番号） 

二 動産の所在地 

三 住居又は店舗等の占有面積及び収容状況。ピアノ、美術

品、金庫等で特別な取扱いを必要とするものについては、

個別 に調査する。 

四 一般動産については、品目、形状、寸法、容量及び重量 

五 その他必要と認める事項 

動産に関する調査は、中部用対の定める動産移転料調査算定

要領（以下「動産要領」という。）により行うものとする。 

語句の追記・削除 
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用地調査等業務共通仕様書（H30.11 月） 新旧対照表 
章 条、項目 現 行 一 部 改 正 摘 要 

7 （調査書の作成） 

第 96条 

 前３条の調査に係る調査書は、次に掲げる調査表に所定の事

項を記載することにより作成するものとする。 

一 営業調査表（様式第 32号の１から第 32号の４） 

二 居住者等調査表（様式第 33号） 

三 動産調査表（様式第 34号） 

  営業に関する調査書は、第 93条の調査結果を基に営業調査

表（様式第 32号の 1から第 32号の 4）に所定の事項を記載す

ることにより作成するものとする。 

２ 居住者等に関する調査書は、第 94条の調査結果を基に居住

者調査表（様式第 33号）に所定の事項を記載することにより

作成するものとする。 

３ 動産に関する調査書は、前条の調査結果を基に動産要領によ

り作成するものとする。 

語句の追記・削除 

7 （補償額の算定） 

第 97条 

 営業に関する補償額の算定は、監督員から営業補償の方法に

つき指示を受けるほか、建物及び工作物の移転料の算定業務が

当該請負契約の対象とされていないときは、これらの移転工法

の教示を得た上で、行うものとする。 

２ 前項の場合において、仮営業所設置費用を算定するときは、

仮営業所の設置方法について監督員の指示を受けるものとす

る。 

３ 動産移転料の算定は、前条で作成した調査書を基に行うもの

とする。この場合において、美術品等の特殊な動産で、専門業

者でなければ移転料の算定が困難と認められるものについて

は、専門業者の見積書を徴するものとする。 

４ 第１項の補償額の算定に当たっては、中部用対の定める営業

調査算定要領により行うものとする。 

  営業に関する補償額の算定は、監督員から営業補償の方法に

つき指示を受けるほか、建物及び工作物の移転料の算定業務が

当該請負契約の対象とされていないときは、これらの移転工法

の教示を得たうえで、行うものとする。 

２ 前項の場合において、仮営業所設置費用を算定するときは、

仮営業所の設置方法について監督員の指示を受けるものとす

る。 

３ 動産移転料の算定は、前条第３項で作成した資料を基に動産

要領により行うものとする。この場合において、美術品等の特

殊な動産で、専門業者でなければ移転料の算定が困難と認めら

れるものについては、専門業者の見積書を徴するものとする。 

４ 第１項の補償額の算定に当たっては、営業要領により行うも

のとする。 

語句の追記・削除 

8 （補償の要否の判定等） 

第 100条 

  消費税等に関する調査書は、第 99条の調査結果を基に作成

するものとする。 

    消費税等に関する調査書は、前条の調査結果を基に作成する

ものとする。 

語句の追記・削除 

9 （予備調査） 

第 101条 

  予備調査とは、工場、店舗、営業所、ドライブイン、ゴルフ

練習所等で大規模なもの（以下「工場等」という。）の敷地が

取得等の対象となる場合で、従前の機能を残地において回復さ

せることの検討が必要であると認められるもの等について、建

物等の調査に先立ち当該工場等の企業内容、使用実

態、・・・・ 

    予備調査とは、大規模工場等の敷地が取得等の対象となる場

合で、従前の機能を残地において回復させることの検討が必要

であると認められるもの等について、建物等の調査に先立ち当

該大規模工場等の企業内容、使用実態、・・・・ 

語句の追記・削除 

9 （企業内容等の調査） 

第 102条 

  予備調査に係る工場等の企業内容等の調査は、次の各号に掲

げる事項について行うものとする。 

一 名称、所在地及び代表者名 

二 業種及び製造、加工又は販売等の主な品目 

三 所有者又は占有者の組織 

四 他に工場等を有している場合には、他工場等と当該工場

等との関係 

  予備調査に係る大規模工場等の企業内容等の調査は、次の各号

に掲げる事項について行うものとする。 

一 名称、所在地及び代表者名 

二 業種及び製造、加工又は販売等の主な品目 

三 所有者又は占有者の組織 

四 他に大規模工場等を有している場合には、他大規模工場

等と当該大規模工場等との関係 

語句の追記 

9 （敷地使用実態の調査） 

第 103条 

 予備調査に係る工場等の敷地の使用実態の調査は、次の各号

に掲げる事項について行うものとする。 

予備調査に係る大規模工場等の敷地の使用実態の調査は、

次の各号に掲げる事項について行うものとする。 

語句の追記 

15



用地調査等業務共通仕様書（H30.11 月） 新旧対照表 
章 条、項目 現 行 一 部 改 正 摘 要 

9 （配置図） 

第 107条 

 予備調査に係る工場等の配置図は、当該工場等の敷地のうち

予備調査の対象とした範囲について、第 103条の調査結果を基

に次の各号により作成するものとする。ただし、当該工場等の

敷地が広大な場合で敷地全体の配置図等が権利者から提供され

たときは、これを使用することができる。 

予備調査に係る大規模工場等の配置図は、当該大規模工場

等の敷地のうち予備調査の対象とした範囲について、第 103

条の調査結果を基に次の各号により作成するものとする。た

だし、当該大規模工場等の敷地が広大な場合で敷地全体の配

置図等が権利者から提供されたときは、これを使用すること

ができる 

語句の追記 

9 （建物、機械設備等の図

面作成） 

第 108条 

 予備調査に係る工場等の建物及び・・・・ 予備調査に係る大規模工場等の建物及び・・・・ 語句の追記 

9 （移転計画案の作成） 

第 109条 

 予備調査に係る工場等の移転計画案は、第 102条から第 105

条の調査結果を基に、・・・・ 

予備調査に係る大規模工場等の移転計画案は、第 102条か

ら第 105条の調査結果を基に、・・・・ 

語句の追記 

10 （移転工法案の検討） 

第 111条 

  移転工法案の検討とは、工場等の敷地の一部が取得等の対象

となる場合において、・・・・ 

移転工法案の検討とは、大規模工場等の敷地の一部が取得

等の対象となる場合において、・・・・ 

語句の追記 

10 （企業の内容等の調査） 

第 112条 

  工場等の企業内容等の調査は、次の各号に掲げる事項につい

て行うものとする。ただし、第 106条の調査書の貸与を受けた

場合には、その調査書を基に調査を行うものとする。 

一 名称、所在地及び代表者名 

二 業種及び製造、加工又は販売等の品目 

三 所有者又は占有者の組織 

四 他に工場等を有している場合には、他工場等と当該工場

との関係 

    大規模工場等の企業内容等の調査は、次の各号に掲げる事項

について行うものとする。ただし、第 106条の調査書の貸与を

受けた場合には、その調査書を基に調査を行うものとする。 

一 名称、所在地及び代表者名 

二 業種及び製造、加工又は販売等の品目 

三 所有者又は占有者の組織 

四 他に大規模工場等を有している場合には、他大規模工場

等と当該大規模工場等との関係 

語句の追記 

10 （敷地使用実態の調査） 

第 113条 

  工場等の敷地の使用実態の調査は、次の各号に掲げる事項に

ついて行うものとする。ただし、・・・・ 

    大規模工場等の敷地の使用実態の調査は、次の各号に掲げる

事項について行うものとする。ただし、・・・・ 

語句の追記 

10 （移転工法案の作成） 

第 115条 

  工場等の移転工法案は、第 58条から第 66条まで、・・・・   大規模工場等の移転工法案は、第 58条から第 66条ま

で、・・・・ 

語句の追記 

11 （再算定の方法） 

第 118条 

一 補償額の算定項目、算定方法等に係る基準、基準細則又

は調査積算要領等が改正されている場合には、改正後の基

準等により算定する。 

一 補償額の算定項目、算定方法等に係る基準、基準細則又

は調査算定要領等が改正されている場合には、改正後の基

準等により算定する。 

語句の追記・削除 

13 （事業認定申請図書の作

成方法） 

第 131条 

事業認定申請図書は、法第 18条及び法施行規則（昭和 26年

建設省令第 33号。以下「規則」という。）第２条並びに第３

条に定めるところに従うほか、中部用対の定める事業認定申請

図書作成要領により作成するものとする。 

事業認定申請図書は、法第 18条及び法施行規則（昭和 26年

建設省令第 33号。以下「規則」という。）第２条並びに第３

条に定めるところに従うほか、国土交通省中部地方整備局の定

める用地調査等業務共通仕様書 別記５事業認定申請図書作成

要領により作成するものとする。 

語句の追記・削除 

15 （写真台帳の作成） 

第 151条 

三 第７章に定める調査のうち、動産に関する調査と併せて

行う写真の撮影は、第 95条第三号及び第四号の動産の種類

等が容易にわかるものとする。 

三 第７章に定める調査のうち、動産に関する調査と併せて

行う写真の撮影は、動産の種類、形状、収容状況等が容易

にわかるものとする。 

語句の追記・削除 
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用地調査等業務共通仕様書（H30.11 月） 新旧対照表 
章 条、項目 現 行 一 部 改 正 摘 要 

第 3条の 2関係 別記（用地） 

   個人情報の取扱いに関する特記事項（用地測量・用地調査） 

様式の新設 

(本文は別紙による) 

別記 2（第 17条関係） 別記 2(第 17条関係) 

成果物一覧表 

１ 各成果品の提出部数は原紙､原図のほか、正副各１部とす

る。ただし、特記仕様書に電子納品の定めがある場合、又は

監督員の指示又は承認を受けた場合は「三重県ＣＡＬＳ電子

納品運用マニュアル」によるものとする。 

２ 成果物は、仕様書及び特記仕様書に指示する成果品を提出す

るものとする。 

業務区分 成果物の名称 規 格 等 備  考 

～
 

用

地

測

量 

土地現地

調査報告

書作成 

土地現地調査報告書 

参  考  図 

様式第 26号の

1 

様式第 26号の

2 

永久境界

埋設 

埋設位置図 

埋設位置座標 

原則ｺﾝｸﾘｰﾄ

杭 

12㎝×12

㎝×90㎝ 

写真を含む 

建

物

等

の

調

査 

墳墓の調

査 

工作物調査表 様式第 27号 

墳墓配置図 

墳墓調査表 様式第 28号 

立竹木の

調査 

立竹木調査表 様式第 29号 

用材林管理程度 

補正判定表 

様式第 30号の

1 

用材林補償額算定書 
様式第 30号の

2 

別記 2(第 17条関係) 

成果物一覧表 

１ 各成果品の提出部数は原紙､原図のほか、正副各１部とす

る。ただし、特記仕様書に電子納品の定めがある場合、又は

監督員の指示又は承認を受けた場合は「三重県ＣＡＬＳ電子

納品運用マニュアル」によるものとする。 

２ 成果物は、仕様書及び特記仕様書に指示する成果品を提出す

るものとする。 

業務区分 成果物の名称 規 格 等 備  考 

用

地

測

量 

土地現地

調査報告

書作成 

土地現地調査報告書 

参  考  図 

様式第 26号の

1 

様式第 26号の

2 

永久境界

埋設 

埋設位置図 

埋設位置座標 

原則ｺﾝｸﾘｰﾄ

杭 

12㎝×12

㎝×90㎝ 

写真を含む 

関係官公

庁への手

続き等 

公共測量実施計画書

(案) 
測量法第 36条 

公共測量成果等の提

出について(案) 
測量法第 40条 

その他の手続書類 

～
 

建

物

等

の

調

査 

墳墓の調

査 

工作物調査表 様式第 27号 

墳墓配置図 

表の追記・削除 
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用地調査等業務共通仕様書（H30.11 月） 新旧対照表 
章 条、項目 現 行 一 部 改 正 摘 要 

別記 2（第 17条関係） 

営

業

そ

の

他

の

調

査 

営業調査 

人件費内訳表 

移転広告費内訳表 

移転工程表 

損益計算書比較表 

居住者等

に関する

調査 

居住者等調査表 

(自家･家主用) 
様式第 33号 

動産に関

する調査 
動産調査表 様式第 34号 

営

業

そ

の

他

の

調

査 

営業調査 

人件費内訳表 

移転広告費内訳表 

移転工程表 

損益計算書比較表 

居住者等

に関する

調査 

居住者等調査表 

(自家･家主用) 
様式第 33号 

表の削除 

様式 

様 式 一 覧 表 
用地調査等共通仕様書 

№ 様式名称 関係条項 (ﾍﾟｰｼﾞ) 
様式 

ﾍﾟｰｼﾞ 

３ 
管理技術者・照査技術者選

任 ( 変 更 ) 通 知 書 
第２条 ( 2-1 ) ３ 

4-1 担 当 技 術 者 届 第５条 ( 2-5 ) ４ 

4-2 経 歴 書 第５条 ( 2-5 ) ５ 

5-1 業 務 計 画 書 第８条 ( 2-6 ) ６ 

5-2 業 務 工 程 表 第８条 ( 2-6 ) ７ 

７ 記 録 簿 第９条 ( 2-7 ) ９ 

８ 支給品引渡通知書 第 10条 ( 2-7 ) 10 

９ 支 給 品 受 領 書 第 10条 ( 2-7 ) 11 

10 支 給 品 精 算 書 第 10条 ( 2-7 ) 12 

11 支 給 品 返 納 書 第 10条 ( 2-7 ) 13 

16 電子媒体等納品書 第 17条 ( 2-9 ) 18 

17 用地調査等業務日報 第 15条 ( 2-8 ) 19 

18 障害物伐除報告書 第 12条 ( 2-8 ) 20 

19 身 分 証 明 証 第 13条 ( 2-6 ) 21 

20-

1 

土地の登記記録調査

表 （ 一 覧 ） 
第 31条 ( 2-14 ) 22 

20-

2 

土地の登記記録調査

表 

第 31、

46条 

(2-14,2-

20) 
23 

21-

1 

建物の登記記録調査

表 （ 一 覧 ） 
第 31条 ( 2-14 ) 24 

21-

2 

建物の登記記録調査

表 
第 31条 ( 2-14 ) 25 

様 式 一 覧 表 
用地調査等共通仕様書 

№ 様式名称 関係条項 (ﾍﾟｰｼﾞ) 
様式 

ﾍﾟｰｼﾞ 

３ 
管理技術者・照査技術者選

任 ( 変 更 ) 通 知 書 
第２条 ( 2-1 ) ３ 

4-1 担 当 技 術 者 届 第５条 ( 2-6 ) ４ 

4-2 経 歴 書 第５条 ( 2-6 ) ５ 

5-1 業 務 計 画 書 第８条 ( 2-7 ) ６ 

5-2 業 務 工 程 表 第８条 ( 2-7 ) ７ 

７ 記 録 簿 第９条 ( 2-8 ) ９ 

８ 支給品引渡通知書 第 10条 ( 2-8 ) 10 

９ 支 給 品 受 領 書 第 10条 ( 2-8 ) 11 

10 支 給 品 精 算 書 第 10条 ( 2-8 ) 12 

11 支 給 品 返 納 書 第 10条 ( 2-8 ) 13 

16 電子媒体等納品書 第 17条 ( 2-10 ) 18 

17 用地調査等業務日報 第 15条 ( 2-9 ) 19 

18 障害物伐除報告書 第 12条 ( 2-9 ) 20 

19 身 分 証 明 証 第 13条 ( 2-9 ) 21 

20-

1 

土地の登記記録調査

表 （ 一 覧 ） 
第 31条 ( 2-14 ) 22 

20-

2 

土地の登記記録調査

表 

第 31、

46条 

(2-14,2-

20) 
23 

21-

1 

建物の登記記録調査

表 （ 一 覧 ） 
第 31条 ( 2-14 ) 24 

21-

2 

建物の登記記録調査

表 
第 31条 ( 2-14 ) 25 

表の修正 

18



用地調査等業務共通仕様書（H30.11 月） 新旧対照表 
章 条、項目 現 行 一 部 改 正 摘 要 

22-1 墓地管理者調査表 第 31条 ( 2-14 ) 26 

22-

2 

墓地使用（祭祀）者

調 査 表 
第 31条 ( 2-14 ) 27 

23 
用地測量(境界確認)

立会一覧表 
第 35条 ( 2-15 ) 28 

24 立 会 確 認 書 第 38条 ( 2-16 ) 29 

25 取 得 用 地 一 覧 表 第 46条 ( 2-20 ) 30 

26-1 土地現地調査報告書 第 50条 ( 2-22 ) 31 

26-2 参 考 図 第 50条 ( 2-22 ) 32 

27 工 作 物 調 査 表 
第 77、

78条 
( 2-30 ) 33 

28 墳 墓 調 査 表 第 78条 ( 2-30 ) 34 

29 立 竹 木 調 査 表 

第 77、

78、79

条 

( 2-30 ) 35 

30-

1 

用材林管理程度補正

判 定 表 

第 79、

91条 

(2-30,2-

33) 
36 

30-

2 
用材林補償額算定書 

第 79、

91条 

(2-30,2-

33) 
37 

31-

1 

計画概要表（検討資

料 ） 

第 85、

109、

115条 

(2-32,2-

40,2-43) 
38 

31-

2 
計 画 概 要 表 

第 85、

109、

115条 

(2-32,2-

40,2-43) 
39 

31-

3 
面 積 比 較 表 

第 85、

109、

115条 

(2-32,2-

40,2-43) 
40 

31-

4 
計 画 概 要 比 較 表 

第 85、

109、

115条 

(2-32,2-

40,2-43) 
41 

32-

1 

営 業 調 査 総 括 表

（ １ ） 

第 93、

96条 

(2-34,2-

35) 
42 

32-

2 

営 業 調 査 総 括 表

（ ２ ） 

第 93、

96条 

(2-34,2-

35) 
43 

32-

3 
従 業 員 調 査 表 

第 93、

96条 

(2-34,2-

35) 
44 

32-

4 
仕 入 先 調 査 表 

第 93、

96条 

(2-34,2-

35) 
45 

23 
用地測量(境界確認)

立会一覧表 
第 35条 ( 2-15 ) 28 

24 立 会 確 認 書 第 38条 ( 2-16 ) 29 

25 取 得 用 地 一 覧 表 第 46条 ( 2-20 ) 30 

26-1 土地現地調査報告書 第 50条 ( 2-22 ) 31 

26-2 参 考 図 第 50条 ( 2-22 ) 32 

27 工 作 物 調 査 表 
第 77、

78条 
( 2-30 ) 33 

31-

1 

計画概要表（検討資

料 ） 

第 85、

109、

115条 

(2-32,2-

40,2-43) 
38 

31-

2 
計 画 概 要 表 

第 85、

109、

115条 

(2-32,2-

40,2-43) 
39 

31-

3 
面 積 比 較 表 

第 85、

109、

115条 

(2-32,2-

40,2-43) 
40 

31-

4 
計 画 概 要 比 較 表 

第 85、

109、

115条 

(2-32,2-

40,2-43) 
41 

32-

1 

営 業 調 査 総 括 表

（ １ ） 

第 93、

96条 

(2-34,2-

35) 
42 

32-

2 

営 業 調 査 総 括 表

（ ２ ） 

第 93、

96条 

(2-34,2-

35) 
43 

32-

3 
従 業 員 調 査 表 

第 93、

96条 

(2-34,2-

35) 
44 

32-

4 
仕 入 先 調 査 表 

第 93、

96条 

(2-34,2-

35) 
45 

表の修正・削除 
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用地調査等業務共通仕様書（H30.11 月） 新旧対照表 
章 条、項目 現 行 一 部 改 正 摘 要 

33 
居 住 者 等 調 査 表 第 94、

96条 
( 2-35 ) 46 

34 動 産 調 査 表 
第 95、

96条 
( 2-35 ) 47 

35 消 費 税 等 調 査 表 
第 99、

100条 
( 2-37 ) 48 

36-

1 
企 業 概 要 書 

第 106、

114条 

(2-40,2-

43) 
51 

36-

2 

移転工法（計画）案

検 討 概 要 書 

第 109、

115条 

(2-40,2-

43) 
52 

36-

3 

移転工法（計画）各

案 の 比 較 表 

第 109、

115条 

(2-40,2-

43) 
53 

37 補 償 説 明 記 録 簿 
第 124、

149条 

(2-45,2-

49) 
54 

38 土 地 調 書 
第 152

条 ( 2-50 ) 55 

39 物 件 調 書 

第 152

条 ( 2-50 ) 56 

33 
居 住 者 等 調 査 表 第 94、

96条 
( 2-35) 46 

35 消 費 税 等 調 査 表 
第 99、

100条 
( 2-37 ) 48 

36-

1 
企 業 概 要 書 

第 106、

114条 

(2-40,2-

43) 
51 

36-

2 

移転工法（計画）案

検 討 概 要 書 

第 109、

115条 

(2-40,2-

43) 
52 

36-

3 

移転工法（計画）各

案 の 比 較 表 

第 109、

115条 

(2-40,2-

43) 
53 

37 補 償 説 明 記 録 簿 
第 124、

149条 

(2-45,2-

49) 
54 

38 土 地 調 書 
第 152

条 ( 2-50 ) 55 

39 物 件 調 書 

第 152

条 ( 2-50 ) 56 

表の修正・削除 
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用地調査等業務共通仕様書（H30.11 月） 新旧対照表 

章 条、項目 現 行 一 部 改 正 摘 要 

参考要領一覧表 参 考 要 領 一 覧 表 
用地調査等共通仕様書 

No. 正   式   名   称 略  称 発 行 所 名 

１ 改葬の補償及び祭し料調査算定要領 改葬及び祭し料要領 
中部地区用地対策 

連絡協議会 

２ 建物移転料算定要領 建 物 要 領 
中部地区用地対策 

連絡協議会

３ 
建物移転料算定要領 

別添一木造建物調査積算要領 
木 造 建 物 要 領 

中部地区用地対策 

連絡協議会

４ 
建物移転料算定要領 

別添二非木造建物調査積算要領 
非 木 造 建 物 要 領 

中部地区用地対策 

連絡協議会

５ 機械設備調査算定要領 機 械 設 備 要 領 
中部地区用地対策 

連絡協議会

６ 附帯工作物調査算定要領 附 帯 工 作 物 要 領 
中部地区用地対策 

連絡協議会

７ 立竹木調査算定要領 立 竹 木 要 領 
中部地区用地対策 

連絡協議会

８ 
用地調査等業務共通仕様書 

別記４ 営業調査算定要領 
営 業 要 領 

国土交通省 

中部地方整備局 

９ 動産移転料調査算定要領 動 産 要 領 
中部地区用地対策 

連絡協議会

1

0 

用地調査等業務共通仕様書 

別記５ 事業認定申請図書作成要領 
― 

国土交通省 

中部地方整備局 

1

1 
地盤変動影響調査算定要領 

地 盤 変 動 影 響 

調 査 算 定 要 領 

中部地区用地対策 

連絡協議会

表の新設 

21



設計業務等共通仕様書（平成 30 年 11 月一部改正） 新旧対照表 
編 章 条、項目 現 行 一 部 改 正 摘 要 

1 2 主要技術基準

及び参考資料 

基準書の更新・

追加・削除 
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設計業務等共通仕様書（平成 30 年 11 月一部改正） 新旧対照表 

編 章 条、項目 現 行 一 部 改 正 摘 要 

1 2 主要技術基準

及び参考資料 

基準書の更新・

追加・削除 
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設計業務等共通仕様書（平成 30 年 11 月一部改正） 新旧対照表 

編 章 条、項目 現 行 一 部 改 正 摘 要 

1 2 主要技術基準

及び参考資料 

基準書の更新・

追加・削除 
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設計業務等共通仕様書（平成 30 年 11 月一部改正） 新旧対照表 
編 章 条、項目 現 行 一 部 改 正 摘 要 

1 2 主要技術基準

及び参考資料 

基準書の更新・

追加・削除 
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設計業務等共通仕様書（平成 30 年 11 月一部改正） 新旧対照表 

編 章 条、項目 現 行 一 部 改 正 摘 要 

4 3 第４編 砂防及び地すべり対

策編 

第３章 砂防構造物設計 

第 4303条 砂防堰堤及び床

固工予備設計 

２．業務内容 

（中略） 

（５）施設設計検討

受注者は、配置設計で立案された３案について、以下

の施設設計を行うものとする。 

１）本体工設計

配置設計の検討結果に基づき、本体、袖部及び水通し

部、前庭保護工等の設計計算を行い、一般構造図面を作成

し、主要工種の概算数量を算出する。 

２）基礎工検討

砂防堰堤計画地点の地質に基づき、支持力不足、及びパ

イピングの危険性について検討し、その対策について工法

を選定する。堰堤高が高く、長期的な湛水が考えられるよ

うな場合には、コンソリデーショングラウチング及びカー

テングラウチングについて検討を行う。

２．業務内容 

（中略） 

（５）施設設計検討

受注者は、配置設計で立案された３案について、以下の

施設設計を行うものとする。 

１）本体工設計

配置設計の検討結果に基づき、本体、袖部及び水通し

部、前庭保護工等の設計計算を行い、一般構造図面を作

成し、主要工種の概算数量を算出する。 

２）基礎工検討

砂防堰堤計画地点の地質に基づき、支持力不足、及び

パイピングの危険性について検討し、その対策について

工法を選定する。堰堤高が高く、長期的な湛水が考えら

れるような場合には、必要に応じた対策工の検討を行

う。 

語句の修正 

4 3 第 4304条 砂防堰堤及び床

固工詳細設計 

２．業務内容 

（中略） 

（３）基本事項決定

受注者は、砂防堰堤・床固工の計画条件を確認し、以下

の検討を行い、詳細設計に必要な基本事項の決定を行うも

のとする。 

１）地質条件

地質調査資料を基に、地形、地盤強度、断層の地質条

件の確認、整理を行う。

２）設計条件

計画流量、計画土砂量、設計定数の整理を行い、設計

条件を決定する。

３）環境条件

環境の資料の確認、整理を行い詳細設計の基礎資料と

する。

２．業務内容 

（中略） 

（３）基本事項決定

受注者は、砂防堰堤・床固工の計画条件を確認し、以下

の検討を行い、詳細設計に必要な基本事項の決定を行うも

のとする。 

１）地質条件

地質調査資料を基に、地形、地盤強度、地質条件の確

認、整理を行う。

２）設計条件

計画流量、計画土砂量、設計定数の整理を行い、設計

条件を決定する。

３）環境条件

環境の資料の確認、整理を行い詳細設計の基礎資料と

する。

語句の削除 
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設計業務等共通仕様書（平成 30 年 11 月一部改正） 新旧対照表 

編 章 条、項目 現 行 一 部 改 正 摘 要 

4 3 第 4304条 砂防堰堤及び床

固工詳細設計 

（４）施設設計

１）本体工設計

受注者は、予定された計画地点の設計条件により、

設計計算を行い計算結果に基づく施設設計図面の作成

を行うものとする。なお、施設設計の範囲は、特記仕

様書によるものとし、特記が無い場合は以下のとおり

とする。

① 本堰堤

② 副堰堤

③ 水叩き

④ 側壁護岸

⑤ 床固工

⑥ 流末処理工

⑦ 魚道工

２）基礎工設計

受注者は、基礎の支持力及び長期的な湛水の可能性

を検討し、パイピング対策が必要な場合は、その対策

工について設計を行う。堰堤が高く、長期的に湛水す

ることが考えられる場合にはコンソリデーショングラ

ウチング及びカーテングラウチング及び置換工等の設

計を行い、施設設計図面を作成するものとする。

３）景観設計

受注者は、自然と地域に馴染んだ施設の設計を行う

ものとする。 

（４）施設設計

１）本体工設計

受注者は、予定された計画地点の設計条件により、

設計計算を行い計算結果に基づく施設設計図面の作成

を行うものとする。なお、施設設計の範囲は、特記仕

様書によるものとし、特記が無い場合は以下のとおり

とする。

① 本堰堤

② 副堰堤

③ 水叩き

④ 側壁護岸

⑤ 床固工

⑥ 流末処理工

⑦ 魚道工

２）基礎工設計

受注者は、基礎の支持力及び長期的な湛水の可能性

を検討し、パイピング対策が必要な場合は、その対策

工について設計を行う。堰堤高が高く、長期的に湛水

することが考えられる場合には必要に応じた対策工の

設計を行い、施設設計図面を作成するものとする。

３）景観設計

受注者は、自然と地域に馴染んだ施設の設計を行う

ものとする。 

語句の修正 

27



設計業務等共通仕様書（平成 30 年 11 月一部改正） 新旧対照表 
編 章 条、項目 現 行 一 部 改 正 摘 要 

4 3 4319条 

成果物 

語句の追記・修

正 
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設計業務等共通仕様書（平成 30 年 11 月一部改正） 新旧対照表 
編 章 条、項目 現 行 一 部 改 正 摘 要 

4 3 4319条 

成果物 

語句の追記・修

正 
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設計業務等共通仕様書（平成 30 年 11 月一部改正） 新旧対照表 
編 章 条、項目 現 行 一 部 改 正 摘 要 

4 3 4319条 

成果物 

語句の追記・修

正 
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設計業務等共通仕様書（平成 30 年 11 月一部改正） 新旧対照表 
編 章 条、項目 現 行 一 部 改 正 摘 要 

4 3 4319条 

成果物 

語句の追記・修

正 
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設計業務等共通仕様書（平成 30 年 11 月一部改正） 新旧対照表 
編 章 条、項目 現 行 一 部 改 正 摘 要 

4 3 4319条 

成果物 

語句の追記・修

正 
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設計業務等共通仕様書（平成 30 年 11 月一部改正） 新旧対照表 
編 章 条、項目 現 行 一 部 改 正 摘 要 

4 3 4319条 

成果物 

語句の追記・修

正 
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設計業務等共通仕様書（平成 30 年 11 月一部改正） 新旧対照表 
編 章 条、項目 現 行 一 部 改 正 摘 要 

4 3 4319条 

成果物 

語句の追記・修

正 

34



設計業務等共通仕様書（平成 30 年 11 月一部改正） 新旧対照表 
編 章 条、項目 現 行 一 部 改 正 摘 要 

4 3 4319条 

成果物 

語句の追記・追

記 
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設計業務等共通仕様書（平成 30 年 11 月一部改正） 新旧対照表 
編 章 条、項目 現 行 一 部 改 正 摘 要 

4 3 4319条 

成果物 

語句の追記・修

正 
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設計業務等共通仕様書（平成 30 年 11 月一部改正） 新旧対照表 
編 章 条、項目 現 行 一 部 改 正 摘 要 

6 4 第 6423条 一

般構造物予備

設計 

１．業務目的 

道路設計に伴い新たに一般構造物を新設する場合、地形・地質・立地

条件等の基本条件と整合を図り、構造性・施工性・維持管理・経済性の

観点から、以下に示す構造物毎に構造形式の比較検討を行い、最適形式

と基本構造諸元を決定することを目的とする。なお ４）の覆工に関し

て、受注者は設計図書により与えられる対象の覆工と荷重の規模に基づ

き実施するものとする。又、受注者は２）の擁壁・補強土工・Ｕ型擁壁

及び、３）法面工に関して、スベリ安定解析が必要となる場合にはその

旨を監督員に報告すると共に、指示を受けるものとする。 

１）門型ラーメン・箱型函渠

２）擁壁・補強土工、Ｕ型擁壁

３）法面工（場所打ち法枠、アンカー付場所打ち法枠、吹付法枠

工、アンカー付吹付法枠工、コンクリート吹付、張ブロック）

４）覆工（ロックシェッド、スノーシェッド、スノーシェルター）

１．業務目的 

道路設計に伴い新たに一般構造物を新設する場合、地形・地質・立地

条件等の基本条件と整合を図り、構造性・施工性・維持管理・経済性の

観点から、以下に示す構造物毎に構造形式の比較検討を行い、最適形式

と基本構造諸元を決定することを目的とする。なお ４）の覆工に関し

て、受注者は設計図書により与えられる対象の覆工と荷重の規模に基づ

き実施するものとする。又、受注者は２）の擁壁・補強土・Ｕ型擁壁及

び、３）法面工に関して、スベリ安定解析が必要となる場合にはその旨

を監督員に報告すると共に、指示を受けるものとする。 

１）門型ラーメン・箱型函渠

２）擁壁・補強土、Ｕ型擁壁

３）法面工（場所打ち法枠、アンカー付場所打ち法枠、吹付法枠工、

アンカー付吹付法枠工、コンクリート吹付、張ブロック）

４）覆工（ロックシェッド、スノーシェッド、スノーシェルター）

語句の削除 

6 4 第 6424条 一

般構造物詳細

設計 

１．業務目的 

詳細設計は、予備設計で決定された構造形式について設計図書、既存

の関連資料及び予備設計で検討された設計条件に基づき、地形・地質・

交差条件・荷重条件・使用材料等と整合を図り、工事に必要な詳細構造

を経済的かつ合理的に設計し、工事発注に必要な図面・報告書を作成す

ることを目的とする。対象とする構造物は以下のとおりであり、発注者

は、設計対象工種を設計図書に指示する。なお４）覆工、５）雪崩予防

施設については、受注者は設計図書に基づき与えられた荷重条件に従っ

て業務を行うものとする。 

１）函渠工・・・門型ラーメン、箱型函渠

２）擁壁・補強土工・・・逆Ｔ式擁壁、重力式擁壁、Ｕ型擁壁もたれ

式擁壁、井桁式擁壁、大型ブロック積擁壁、補強土工

３）法面工・・・場所打ち法枠工、アンカー付き場所打ち法枠工

４）覆工・・・ロックシェッド、スノーシェッド、スノーシェルター

５）雪崩予防施設

２．業務内容

（中略）

（６）設計計算

受注者は、予備設計で決定された構造形式の主要構造寸法に基づき、

設計図書において指示された設計条件に従い、安定計算及び断面応力度

計算を実施する。また、下記工種は設計図書に記載がない限りスベリ安

定計算を行うものとする。なお、これによりがたい場合は監督員と協議

するものとする。 

・もたれ擁壁

・井桁式擁壁

・大型ブロック積擁壁

・補強土工

・場所打ち法枠工

・アンカー付き場所打ち法枠工

１．業務目的 

詳細設計は、予備設計で決定された構造形式について設計図書、既存

の関連資料及び予備設計で検討された設計条件に基づき、地形・地質・

交差条件・荷重条件・使用材料等と整合を図り、工事に必要な詳細構造

を経済的かつ合理的に設計し、工事発注に必要な図面・報告書を作成す

ることを目的とする。対象とする構造物は以下のとおりであり、発注者

は、設計対象工種を設計図書に指示する。なお４）覆工、５）雪崩予防

施設については、受注者は設計図書に基づき与えられた荷重条件に従っ

て業務を行うものとする。 

１）函渠工・・・門型ラーメン、箱型函渠

２）擁壁・補強土・・・逆Ｔ式擁壁、重力式擁壁、Ｕ型擁壁もたれ式擁

壁、井桁式擁壁、大型ブロック積擁壁、補強土工

３）法面工・・・場所打ち法枠工、アンカー付き場所打ち法枠工

４）覆工・・・ロックシェッド、スノーシェッド、スノーシェルター

５）雪崩予防施設

２．業務内容

（中略）

（６）設計計算

受注者は、予備設計で決定された構造形式の主要構造寸法に基づき、

設計図書において指示された設計条件に従い、安定計算及び断面応力度

計算を実施する。また、下記工種は設計図書に記載がない限りスベリ安

定計算を行うものとする。なお、これによりがたい場合は監督員と協議

するものとする。 

・もたれ擁壁

・井桁式擁壁

・大型ブロック積擁壁

・補強土

・場所打ち法枠工

・アンカー付き場所打ち法枠工

語句の削除 
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6 8 第 6801条 橋

梁設計の種類 

第２節 橋梁設計 

橋梁設計は、新規に橋梁を建設又は架替えるに際して実施する橋梁の

設計に適用する。 

第２節 橋梁設計 

橋梁設計は、新規に橋梁を建設又は架替えに際して実施する橋梁の設

計に適用する 

語句の削除 

6 8 第 6806条 橋

梁拡幅予備設

計 

２．業務内容 

橋梁拡幅予備設計の業務内容は、下記のとおりとする。 

（中略） 

（10）拡幅工法比較一覧表の作成

受注者は、拡幅工法比較案に関する検討結果をまとめ、拡幅工法一覧

表を作成するものとする。拡幅工法一覧表には、拡幅に関する部材の主

要断面形状を記入するほか、（５）で実施した技術的特徴、課題を列記

し、各比較案の評価を行い、最適拡幅工法案を明示するものとする。 

２．業務内容 

橋梁拡幅予備設計の業務内容は、下記のとおりとする。 

（中略） 

（10）拡幅工法比較一覧表の作成

受注者は、拡幅工法比較案に関する検討結果をまとめ、拡幅工法比較

一覧表を作成するものとする。拡幅工法比較一覧表には、拡幅に関する

部材の主要断面形状を記入するほか、（５）で実施した技術的特徴、課

題を列記し、各比較案の評価を行い、最適拡幅工法案を明示するものと

する。 

語句の追記 

6 8 第 6807条 橋

梁拡幅詳細設

計 

２．業務内容 

橋梁拡幅詳細設計の業務内容は、下記のとおりとする。 

（中略） 

（６）設計図

受注者は、既設部・新設部を明示した橋梁位置図、一般図、線形図、

構造詳細図、構造一般図、支承、高欄、伸縮装置、排水装置等の詳細設

計図を作成するものとする。 

２．業務内容 

橋梁拡幅詳細設計の業務内容は、下記のとおりとする。 

（中略） 

（６）設計図

受注者は、橋梁位置図、既設部・新設部を明示した一般図、線形図、

構造詳細図、構造一般図、支承、高欄、伸縮装置、排水装置等の詳細設

計図を作成するものとする。 

語句の修正 

6 8 第 6809条 橋

梁補強予備設

計 

２．業務内容 

橋梁補強予備設計の業務内容は、下記のとおりとする。 

（中略） 

（２）現地踏査

受注者は、現地踏査について、第 6803 条橋梁予備設計第２項の

（２）に準ずるものとする。なお、現地調査以降の記述については、省

略するものとする。

（中略） 

（11）補強工法比較一覧表の作成

受注者は、補強工法比較案に関する検討結果をまとめ、補強工法一覧

表を作成するものとする。補強工法一覧表には補強部材の主要部材断面

形状を記入するほか、（６）で実施した技術的特徴・課題を列記し、各

比較案の評価を行い、最適補強工法案を明示するものとする。 

２．業務内容 

橋梁補強予備設計の業務内容は、下記のとおりとする。 

（中略） 

（２）現地踏査

受注者は、現地踏査について、第 6803 条橋梁予備設計第２項の（２）

に準ずるものとする。 

（中略） 

（11）補強工法比較一覧表の作成

受注者は、補強工法比較案に関する検討結果をまとめ、補強工法比較

一覧表を作成するものとする。補強工法比較一覧表には補強部材の主要

部材断面形状を記入するほか、（６）で実施した技術的特徴・課題を列

記し、各比較案の評価を行い、最適補強工法案を明示するものとする。 

語句の削除、追

記 

38



設計業務等共通仕様書（平成 30 年 11 月一部改正） 新旧対照表 

編 章 条、項目 現 行 一 部 改 正 摘 要 

6 8 第 6810条 橋

梁補強詳細設

計 

３．貸与資料 

発注者が貸与する資料は下記を標準とする。 

（１）既設橋梁位置図

（２）既設橋梁の設計成果

（３）橋梁補強予備設計成果

（４）道路線形計算書

（５）実測平面図

（６）地質調査報告書

（７）周辺施設（既設、計画）に関する資料

（８）橋梁補強予備設計等設計協議書

３．貸与資料 

発注者が貸与する資料は下記を標準とする。 

（１）既設橋梁位置図

（２）既設橋梁の設計成果

（３）橋梁補強予備設計成果

（４）道路線形計算書

（５）実測平面図

（６）地質調査報告書

（７）周辺施設（既設、計画）に関する資料

（８）橋梁補強予備設計等設計協議資料

語句の修正 
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6 8 第 6811条 成

果物 

語句の追記 
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編 章 条、項目 現 行 一 部 改 正 摘 要 

6 8 第 6811条 成

果物 

語句の追記 
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編 章 条、項目 現 行 一 部 改 正 摘 要 

6 8 第 6811条 成

果物 

語句の追記 
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編 章 条、項目 現 行 一 部 改 正 摘 要 

様式集 様式の削除 
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様式集 様式の削除 
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様式集 様式の削除 
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様式集 様式の削除 
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様式集 様式の削除 
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編 章 条、項目 現 行 一 部 改 正 摘 要 

様式集 様式の削除 
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様式集 様式の削除 
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編 章 条、項目 現 行 一 部 改 正 摘 要 

参考資料 様式の新設 
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編 章 条、項目 現 行 一 部 改 正 摘 要 

参考資料 様式の新設 
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